
国外へ転出する皆様へ

住民税のお支払いをお忘れなく！

年度途中で国外へ転出してもその年度の個人住民税は課税され、１月２日
以降納税通知書の発送までに転出した場合は翌年度も課税されます。

転出するまでに以下２つのうちどちらかの手続きが必要になります！

転出のため、通知書等の受領ができず納税ができない場合は転出する前に納税
管理人を選任して下さい。
納税管理人は、納税義務者の代理人として納税や還付金の受領などを行います。

毎月の給与から個人住民税が天引き（特別徴収）されている方が、会社を辞め
る際は残りの税額を最後の給与や退職金から一括で差し引き納めることができ
ます。

６月から１２月の退職で一括徴収を希望する場合は、その旨を会社に伝えて下
さい。
１月以降の退職の場合は、原則一括徴収での取り扱いとなります。

一括徴収

納税管理人の選任

【お問い合わせ先・届出先】
０６－４３０９－３１３５ 東大阪市 税務部 市民税課（本庁３階３５番窓口）

納税管理人の手続きは、URLまたは二次元コードよりWebサイトを参照してください

https://www.city.higashiosaka.lg.jp/cmsfiles/contents/00000
43/43332/shinnseisho.pdf


